
報告 2… 1

被災者生活再建支援基禽に関する検討結果報告{提要}

平成 22年7丹
令国知事会浸害対策特別委鼠会
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i現状j
O 都道府県の相互扶助の観点から 600撞向を拠出し、部震安創設

.王子成 11年度 300意向、平成 16年度 300態同議出
*齢出に対する霞の財政支援(起棲充当率 100%、交付税措震80%)

G 平成 16年 3月法改(支給対象に即位関採経費を追加、票実運用型→接金
取崩型)

O 平成 19年 11月法改(使途fljlJ隈・年収要件の披露等)

{課題〕。本湘j震は、基金を思り窮して支援金を支給しており、いずれは基金の議少に
より毒守護維持が屈難(現在の基金残高 540億円程震)。超大規横災害時における本製疫による支援の実琉可能性への疑問

検討した課題 | 内 容 等

基金で対応すべき災害

追加拠出時期、額等

j 現行制度(昌5:;地方ら)の克箆し

制度通用条件、長期避難世帯の認定、住家の被|
害認定調査 i 
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l12 基金への温揺拠出方議 1]

O さき高、基金残高が300撞円になるまで取り崩して支護金の支給を持い、
300憶円安下諮った詩点で追加勢急車について輯指する。
拠出方法については、基金鱗設の経緯を踏まえ当初の基金鏡摸(600欝丹〉

の回複を毘指し、 300雷同を一括拠出することを藤本とする。
ただし、 300護需を下回った時点での都遊詩集の財政状況等によっては、

鵠の選択肢もあり得る。
O 拠出する療の都濃府暴の按分方法l立、現行 (t投手普数戴8語、均等言語2額〉ど

おりとする。

O 災害に事訴に儲えるため基金制度を創設した経緯から、基金負担額300寵円
相当の災害までを基金対応とするのであれば、少なくとも基金残高が300億円
を下回った段階で追加拠出し、拠出にあたっては、寝j疫そ安定的に維持するため、
当初の基金規模である 600意向まで基金残高の回復を思指す必要がある。

O 一方で、基金残高が 300憧円を下回った時点での状況によっては、分割拠出
や拠出額の晃慈し、更には借入も視野に取り掘しを進め拠出時期を溺らせる等の
方法もあり得るのではないかという意見や基金残高が 540銭円程度をあること
そ踏まえると、王子成 19年の法改正後の昔話度や基金の運屑実態等をもう少し見極
める必要があるとの意見もあった。

。拠搬にあたっては、現行と阿様の地方財源措置が認められる必婆がある。

く参考〉
毎年…定額(平年災害の基金負担額軽震)そ計倒的に拠出し、基金残高そ概

ね300億円、構入による対応が可能となれば接ね 150億円に保つことによ
り制度を維持できるとする意見もあった。

i13 闘と地フヲとの負担割合 11

錨大規模災害への対応として醤に全額負担を求めるなかで、総大規模災害の対
応以外に大きな変質がない現行制度を麓畿とした場合、盟!こ負te.離合の免震しを
求めることは滴当ではない。

なお、今後、留の制度改正により新たな負担〈支給額の引途上げ等)が発生する
場合にlit，負担割合の見直しを検討するお饗がある。

同 支援制度の理警警」

(1)制度適用条件
関一災害で被災しでも、居住する市町村文は撃瀧府県の全壊世事務数等!こよっ

ては支援の対象とならないため、被災者現に不均衡が生じている。同一災害に
おける支援の不均酷を是正するため、 f現行制度で対象となる自然災害が先生
した場合!こは、すべての被災1&竣iこ滴用することj を閣に要織する。

(2)長期避難世帯の語定
長期関避難している世帯lit，地の被災世帯と比べ、より支援を必要としてい
るため、「市街?村長等の避難指示・勧告により避難が概ね6~程度以上継続す
ることが見込まれる世帯は、詑定時における避難状態の解清司見通しiこ関わら
ず、長期避難世帯に認定することJを罷立要聾する。

(3)住家の被害認定調査
大規摸災犠発生時に、当諒都道府渠内的みで瀬切かっ迅速に被災した註家の

被害認定調査を実擁することは茜畿なため、全器約なw;援体制等の仕組みづく
りが必獲であり、異体的な応援体制jのあり方等について引き続き検討する。

く参考〉
制度適用条件について、災饗対策における倍、都道府県及び市町村の役割の

原則を潜まえると緩和すべきではないとする意見もあった。


